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第１章 苫小牧市交通安全実施計画について 

１ 苫小牧市交通安全実施計画策定の目的 

本計画は、平成２９年２月に策定した「苫小牧市交通安全計画（第１０次）」に基づき、

交通事故から市民を守るため、「人優先」を基本とした交通安全意識の高揚を図るととも

に、道路環境及び交通安全施設等の整備を進めるための具体的な施策について、計画的

に進めるために策定するものです。 

 「苫小牧市交通安全計画(第１０次)」で掲げた下記の目標を達成するための、各年次

ごとの具体的な取り組みを記載しております。 

 

 【目 標】 

 

 

 

 

  

  

 

２ 計画の期間 

本計画は、「苫小牧市交通安全計画(第１０次)」との整合性を図るため、計画の期間を

平成２８年度～３２年度の５年間とします。 

 

  

 

●交通事故の発生を、確実に減少させる。 

●一般道路における交通事故死者数ゼロを目指すものとする。 
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第２章 苫小牧市における交通事故と施策の現況について                   

１ 交通安全計画第９次（計画期間：平成２３年～２７年）における交通事故発生状況 

(1)交通事故の発生状況（高速道路を除く） 

区   分 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年 

発生件数(件) ６５４ ５１５ ５３８ ５１２ ５０９ 

死者数(人) ７ ６ ７ ５ ８ 

傷者数(人) ８０７ ６３３ ６４７ ６１２ ６０６ 

 

(2)第一当事者の「年齢階層別」交通事故発生状況 

表で見るとおり、第一当事者の年齢階層別では、計画期間（平成２３年度～平成２７

年度）においては、発生件数、傷者数共に６５歳以上が最も多く、次いで３０歳代とな

っています。また死者数についても、６５歳以上が最も多くなっています。 

 

２ 交通環境の整備 

苫小牧市交通安全計画（第９次計画期間：平成２３年～２７年）における交通安全施

策については、苫小牧市交通安全推進委員会をはじめ、交通安全機関・団体等との密接

な連携により、期別、地域、職域ごとに交通安全運動を推進し、市民の交通安全意識の

高揚と交通安全施設等の整備に努める一方、交通安全運動推進関係者が一体となって年

間の交通安全の実施計画に基づき交通安全運動を推進してきました。  

 

(1)通学路等の歩道における安全施設整備 

 市内小学校２４校の通学路における安全施設の設置状況は次のとおりです。 

 

①通学路標識・・・・・・・・６９７箇所  

②スクールゾーン標識・・・・１２１箇所 

③カーブミラー設置箇所・・・１０９箇所  

④横断歩道灯・・・・・・・・１１８箇所 

 

またこれらの安全施設については、地域要望に基づく設置又は老朽化、汚損等により

更新を行っており、過去５年間における設置、更新の実績は次のとおりです。 
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  カーブミラー、看板などの新設及び横断歩道灯の更新 

事 業 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

カーブミラー設置 ２基 ２基 １基 １基 ３基 

スクールゾーン 

（大型）看板設置 
３基 ３基 ３基 ７基 ０基 

スクールゾーン 

（小型）看板設置 
３０基 １３基 ９基 １１基 ９基 

横断歩道灯更新 ６基 ５基 ６基 ４基 ５基 

 

(2)小学校通学路の交通安全対策事業（平成２６年度～平成２７年度） 

 市内１０小学校において周辺の交通安全対策を実施しました。 

【実施内容】 

・区画線の改良（外側線を設置し車両の速度抑制） 

・路面表示（通学路であることをドライバーに知らせる） 

・標識の設置（通学路であることをドライバーに認識させ、注意喚起を図る） 

・歩道拡幅（歩道幅員を広げ、児童の安全な空間を確保する）  

・防護柵の設置（児童への車両衝突を避ける） 

・視覚的ハンプの設置（視覚的に車両の速度抑制を図る） 

・物理的ハンプの設置 (物理的に車両の速度抑制を図る) 

 

(3)交通信号機及び規制標識の設置に関する要望書の提出 

 信号機や規制標識の設置など地域からの要望を取りまとめ、苫小牧警察署を通じて北

海道公安委員会に要望書を提出しました。 

 

 交通信号機及び規制標識の設置に関する要望 

要 望 内 容 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

信号機関係（矢印・時

差・連動・福祉） 
４７箇所 ５０箇所 ５０箇所 ５１箇所 ５３箇所 

規制標識等（速度・横

断歩道・一時停止等） 
２７箇所 ２８箇所 ２８箇所 ３７箇所 ４２箇所 

 

 (4)北海道及び苫小牧市における信号機の設置状況 

 北海道公安委員会には、全道各地から毎年１，０００件以上の信号機等の設置要望が

提出されていますが、設置状況は下記のとおり、非常に厳しい状況となっています。 

 信号機や規制標識については、今後も粘り強く要望活動を継続していきます。 

 

公安委員会による信号機設置状況（道警本部調べ） 

設置状況 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

北 海 道 １６基 ５基 ４基 ３基 １１基 

苫小牧市 ０基 ０基 ０基 ０基 １基 

※苫小牧市の平成２７年度分 1件は、植苗道の駅前の国道３６号線に信号機（感知式）設置。 
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（5）ゾーン３０※１の設置 

平成２７年１２月に、北海道公安委員会が、拓勇地区の拓進小学校、拓勇小学校周辺

に、歩行者等を安全に通行させるための生活道路の区域(ゾーン)を定め、外側線の設置

や路面表示など道路交通環境を整備し、安全対策施設であるゾーン３０を設置しました。 

 

（6）交通安全思想の普及徹底  

交通安全教育指針※２に基づき関係機関と連携を図りながら、幼児から成人に至るまで、

家庭、学校、職場、地域などで心身の発達状況に応じた段階的かつ体系的な交通安全教

育を実施しました。 

交通安全教室の実施状況 (平成２３年度から平成２７年度までの延べ人数 )   

団体名・実績 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

幼稚園 

保育所 

回数（回） １２１ １１５ １０９ １０８ １０９ 

参加者（人） ９，９４８ ９，６５５ ９，８９９ ９，９５２ ９，４４１ 

小学校 
回数（回） １６０ １６３ １６５ １７１ １７２ 

参加者（人） １３，３０３ １２，３０１ １１，８３１ １２，２１３ １１，９４４ 

中学校 
回数（回） ２ ５ ４ ３ ３ 

参加者（人） ４４ ８９ １１８ １０８ ９８ 

町内会 
回数（回） １３ １１ １１ １１ １２ 

参加者（人） ５９６ ４１６ ５０３ ６２７ ６２３ 

母の会 
回数（回） ５０ ４３ ４３ ４２ ３８ 

参加者（人） ２，２０２ ２，１０６ １，６３６ １，８１０ １，５８１ 

老 人 

クラブ 

回数（回） ３０ ３１ ３２ ２４ ２３ 

参加者（人） １，１１２ １，２０４ １，０５９ ７８５ ７３４ 

合計 
回数（回） ３７６ ３６８ ３６４ ３５９ ３５７ 

参加者（人） ２７，２０５ ２６，５５１ ２５，０４６ ２８，４９５ ２４，４２１ 

 

３ まとめ 

 交通安全運動の推進については、これまで単年度ごとに実施計画を作成し、関係機関、

関係団体との連携をとりながら４期（春・夏・秋・冬）４０日の期別運動、行楽期・輸

送繁忙期における２期２０日の地域職域運動などの交通安全運動を実施したほか、交通

指導員による安全教室の実施など、交通安全思想の普及啓発に努めてきました。 
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また交通環境の整備については、市民からの要望箇所や交通死亡事故現場における道

路診断を行い、道路管理者、警察署と連携しながら、外側線の設置や注意喚起看板、路

面表示など道路交通環境の整備を実施してきました。 

こうした取り組みを行う中において、交通事故の発生状況は、件数、負傷者数は減少

したものの、死者数については目標である３人以下を達成することはできませんでした。 

今後においては、交通安全思想の浸透と交通環境の整備とともに、事故発生頻度の高

い高齢者ドライバーに対する安全運転技術の向上、身体・判断能力の確認を支援する取

り組みを重点的に進める必要があります。 

 

 

※１ ゾーン３０ 

生活道路における歩行者等の安全な通行の確保を目的として、区域(ゾーン)を定めて最高速度３０

キロメートル毎時の速度規制を実施するとともに、必要に応じその他の安全対策を組み合わせ、ゾー

ン内における速度抑制や、ゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策。 

 

※２ 交通安全教育指針 

 地方公共団体、民間団体等が効果的かつ適切に交通安全教育を行えるように、また、都道府県公安

委員会が行う交通安全教育の基準とするため、平成１０年９月に国家公安委員会が作成したものであ

り、交通安全教育を行う者の基本的な心がまえのほか、教育を受ける者の年齢、心身の発達段階や通

行の態様に応じた体系的な交通安全教育の内容及び方法が示されている。 
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第３章 苫小牧市交通安全実施計画の具体的な取り組み 

 

１ 計画の目標 

 本市における交通安全計画の基本理念では、「交通事故のない社会を目指して」と、「人

優先の交通安全思想」を掲げています。 

 子どもと高齢者、障がい者等の交通弱者を含むすべての市民が、相互理解と思いやり

をもって行動する共生の交通社会の形成を図るため、積極的に交通安全対策を実施し、

死傷者数の減少はもちろんのこと、交通事故そのものを減少させることを目標とし、各

関係機関や団体との連携を図りながら、より効果的な施策の実施に努めます。 

 具体的には、警察署など関係機関及び民間団体等との連携に基づく交通安全運動の実

施、町内会、交通安全母の会、老人クラブ等の地域団体に対し、市嘱託交通指導員によ

る交通安全教室の開催を通じて、交通ルールの遵守や思いやりのある交通マナーが実践

されるよう、一人ひとりの交通安全意識の向上に努めます。 

 また、高齢者人口の増加を見据え、高齢者ドライバーや高齢歩行者に対する効果的な

指導を行います。 

 苫小牧警察署協力のもと、高齢者相互の交通安全意識の高揚を図るため、町内会、老

人クラブ等と連携し、各集会や会合など機会あるごとに地域の高齢者を対象に交通安全

講話や自動車シミュレーターを活用し、交通事故防止に向けた指導に努めます。 

 夜間における高齢歩行者の事故防止に向けた取組みとしては、夜光反射材の効果体験

会の開催などを通じて、夜光反射材の普及促進に努めます。 

 また、自転車の事故防止に向けた取り組みとして、関係行政機関及び民間団体等と協

力して、自転車利用者へのルール遵守とマナー向上・自転車の安全利用の推進について

周知広報及び啓発運動等を実施し、交通事故のない安全で安心なとまこまいを目指しま

す。 

 

○苫小牧市交通安全実施計画における重点施策と目標値の設定 

 本計画では、苫小牧市交通安全計画で掲げる４つの重点課題について、それらに対応

する施策を重点施策として位置づけ、悲惨な交通事故の減少を目指すとともに、交通事

故死者数ゼロを目標に実践してまいります。 

平成２８年～平成３２年までの交通事故死者数目標（高速道路を除く）  

区   分 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年 

死者数(人) ７ ４ ０ ０ ０ 

 ※平成２８年度、２９年度は計画策定時の実績による。        
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２ 具体的な施策 

 重点施策 1 高齢者及び子どもの安全確保 

Ⅰ 交通環境の整備 

（1）通学路等における安全施設の整備 

 地域、学校関係からの要望に基づき、通学路等における安全施設の整備を継続して行

ってまいります。 

【実施内容】 

①カーブミラーの設置・・・・・・・年１ヶ所  

②スクールゾーン(大型)看板設置・・年３ヶ所 

③スクールゾーン標識設置・・・・・年６ヶ所  

④横断歩道灯更新・・・・・・・・・年５ヶ所 

 

（2）通学路の交通安全対策事業 

 通学路における交通安全対策については、周辺の状況にあわせた交通安全環境の整備

を図ることとし、地域、学校、関係部局との協議のうえ、次の事業を行うこととします。 

【実施内容】 

・区画線の改良（外側線を設置し車両の速度抑制） 

・路面表示（通学路であることをドライバーに知らせる） 

・標識の設置（通学路であることをドライバーに認識させ、注意喚起を図る） 

・歩道拡幅（歩道幅員を広げ、児童の安全な空間を確保する） 

・防護柵の設置（児童への車両衝突を避ける） 

・視覚的ハンプの設置（視覚的に車両の速度抑制を図る） 

・物理的ハンプの設置 (物理的に車両の速度抑制を図る) 

 

(3)通学路等の信号機整備等の推進 

 児童・生徒や幼児の通行の安全を確保するため、押ボタン式信号機・歩行者用灯器の

整備、横断歩道の設置拡充を目指し、苫小牧警察署を通じ北海道公安委員会へ要望して

まいります。 

 なお平成２８年度において、重点要望箇所の青矢印式信号機及び通学路における歩行

者用灯器が３箇所設置されたことから、各年度における目標箇所数を３ヶ所とします。 

【実施内容】 

①信号機関係（矢印・時差・連動・福祉）の設置 ・・・・・・・・年３ヶ所 

②規制標識等（速度・横断歩道・一時停止・駐車禁止）・・・・・・年３ヶ所 

 

Ⅱ 交通安全思想の普及 

 (1)段階的かつ体系的な交通安全教室の実施 

 交通安全教育指針（平成１０年国家公安委員会告示第１５号）等を活用し、関係機関、

団体相互の連携により幼児から高齢者に至るまで、家庭、学校、職場、地域などで心身

の発達段階に応じた段階的かつ体系的な交通安全教育を行います。 

 特に高齢社会が進展する中で、高齢者自身の交通安全意識の向上とともに、他世代に

対しても高齢者を保護、配慮する意識を高める啓発指導の強化を図ることとします。 

 老人クラブや町内会との連携により、交通安全教室の実施回数を年間３６０回、参加

人数については、年間２５,０００人を目標に実施します。 
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交通安全教室の実施 

団体名・実績 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

幼稚園 

保育所 

回数（回） １０８ １０８ １０８ １０８ １０８ 

参加者（人） ９，５８３ ９，５００ ９，５００ ９，５００ ９，５００ 

小学校 
回数（回） １６４ １６４ １６４ １６４ １６４ 

参加者（人） １１，９４４ １２，０００ １２，０００ １２，０００ １２，０００ 

中学校 
回数（回） ３ ３ ３ ３ ３ 

参加者（人） ９０ １００ １００ １００ １００ 

母の会 
回数（回） ３５ ３５ ３５ ３５ ３５ 

参加者（人） １，３０４ １，３００ １，３００ １，３００ １，３００ 

町内会 

老人クラブ 

回数（回） ３９ ５０ ５０ ５０ ５０ 

参加者（人） １，４３５ ２，１００ ２，１００ ２，１００ ２，１００ 

合計 
回数（回） ３４９ ３６０ ３６０ ３６０ ３６０ 

参加者（人） ２４，４０６ ２５，０００ ２５，０００ ２５，０００ ２５，０００ 

※平成２８年度は実績 

 

 (2)高齢運転者に対する実践型交通安全教育の推進 

 高齢運転者に対しては、加齢に伴う身体機能の変化が歩行者又は運転者としての行動

に及ぼす影響を認識し、気象や交通の状況に応じて安全に道路を通行するための実践的

技能を習得させることを目標とします。 

 そのために高齢者に対する交通安全指導担当者を養成して指導体制の充実を図り、参

加・体験・実践型の交通安全教室を各町内会館で開催するほか、各種の催しなど多様な

機会を活用して、夜光反射材の活用を始めとする交通安全用品の普及を図ります。 

交通安全教室の実施 

実 施 内 容 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 

実践型交通安全教室

の開催 
６箇所 ６箇所 １０箇所 １０箇所 １０箇所 

交通安全用品の配布 ６００個 ６００個 １，０００個 １，０００個 １，０００個 

 

(3)関係部局との連携 

 生徒・児童の路上遊戯による交通事故を防止するため、関係部局と連携し街区公園の

整備・改修や児童センターの適正な設置、小・中学校の校庭と体育施設の開放に努めま

す。 

 また、通学路における児童・生徒の交通事故防止に向けた地域、教育委員会、関係部

署との連携をより一層強化してまいります。  
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重点施策２ 歩行者及び自転車の安全確保 

Ⅰ 歩行者・自転車等の安全空間の確保 

 少子高齢社会の進展を踏まえ、歩行空間のバリアフリー化及び通学路における安全・

安心な歩行空間の確保に努めます。 

 また、クリーンかつエネルギー効率の高い持続可能な都市内交通体系の実現に向け、

自転車の役割と位置付けを明確にし、歩行者・自転車・自動車利用の適切な分離を図り

ます。 

 

Ⅱ 交通安全思想の普及徹底  

(1)自転車の安全利用の推進 

 自転車は本来車両(軽車両)であることから、車両としてのルールの遵守と交通マナー

の実践について理解させ、自転車乗用中の交通事故や自転車の安全利用を促進するため、

歩行者や他の車両に配慮した通行等、自転車の正しい乗り方に関する普及啓発を強化し

ます。 

 特に自転車利用が始まる期別運動期間中(春・秋)において、自転車利用のルールやマ

ナーについての街頭啓発を集中的に行ないます。 

 また、近年、自転車が加害者になる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあるこ

とから、賠償の支払い原資を担保し被害者の救済の十全を図るため、損害賠償保険等へ

の加入を促進します。 

【実施内容】 

①自転車教室の実施・・・・・・・・・・・年４０回 

 ②春・秋の通学路における街頭啓発・・・・市内３ヶ所 年２回 

 

(2)高校生に対する交通安全教育の推進  

 高校生を対象の交通安全教育については、カリキュラム等の問題がありますが、苫小

牧警察署と連携し、自転車及び自動二輪車の必要なルールについて学習する機会の実施

に向け検討してまいります。 

 また、自転車道路整備地区の利用方法についての啓発チラシを市内全高校へ配布しま

す。 

【実施内容】 

①高校生を対象とした交通安全教室の実施・・・・・・・・・・・・年 1回 

 ②自転車道路整備地区の利用に関する啓発チラシの配布・・・６，０００枚 

 

（3）道路交通秩序の維持 

 交通事故を防止するためには事故の実態等を的確に分析するとともに、死亡事故等の

重大事故に直結する悪質性、危険性、迷惑性の高い違反に対して、重点的な交通指導や

取締りを推進する必要があります。 

 一般道路においては、歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路線等の事

故防止に重点を置き、警察と連携しながら交通指導を効果的に行います。 

 また、自転車利用者に対しては、無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止及び歩道

通行者に危険を及ぼす違反に対して積極的に指導取締り等を警察に要請します。 
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重点施策３ 生活道路及び幹線道路における安全確保 

Ⅰ 生活道路における交通安全対策の推進 

 生活道路においては、人優先の考えの下「ゾーン３０」等の車両速度の抑制、住宅地

における通過車両の抑制・排除等の総合的な交通事故対策を推進するとともに、交通事

故の多いエリアにおいては、市、地域団体、関係機関が連携し、車両速度の規制など子

どもや高齢者等が安心して通行できる道路空間の確保を図ります。 

 具体的には、事故多発地帯に注意喚起看板を設置するほか、各道路管理者に対し歩道

整備やハンプ（路面凸型舗装）などの道路構造で車両速度を抑制し、歩行者や自転車の

優先区域を形成するゾーン対策、さらには交差点の改良などによって外周幹線道路の通

行を円滑化し、エリア内への通過車両を抑制する外周道路対策の推進を要望します。 

 また道路標識・標示の整備や信号灯器の改良とＬＥＤ化、高齢者、障がい者に配慮し

た視覚障がい者用音響式信号機・バリアフリー対応型信号機の導入を引き続き苫小牧警

察署を通じ北海道公安委員会に対して要望してまいります。 

【実施内容】 

 ①注意喚起看板設置・・・・年間約５０ヶ所 

 

Ⅱ 踏切事故のない社会を目指して 

 道内の踏切事故(鉄道の運転事故のうち、踏切障害及びこれに起因する列車事故をい

う。）は、踏切道の改良等の安全対策の積極的な推進により長期的には減少傾向にありま

すが、平成２８年１１月には苫小牧市内で踏切事故が発生し、２名の方が亡くなってい

ます。踏切事故は、ひとたび発生すると多数の死傷者が出るなど重大な結果をもたらす

ことから、鉄道事業者と道路管理者の連携により、踏切保安設備の整備を促進します。 

【実施内容】 

①視認性による踏切道の保安設備の確保、  

 

Ⅲ 総合的な駐車対策の推進 

 違法駐車は交通事故の原因となるほか、緊急自動車の通行、冬季除雪作業の妨げにも

なることから、道路交通の状況や地域特性に応じた総合的な駐車対策を推進します。 

 本市では平成１１年に行政、関係団体、市民団体、事業者で組織する「苫小牧市違法

駐車防止対策協議会」を設置し、中心街、住宅地を中心に違法駐車防止啓発活動を行っ

てきました。 

 今後もこうした啓発活動を継続するとともに、常習性のある違法駐車が確認された時

には、苫小牧警察署に通報、車両使用者への指導・取締りを要請するなどの防止対策を

実施してまいります。 

 

Ⅳ 交通安全運動の推進 

 市民一人ひとりに交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通

マナーを身に着けるために、関係機関・団体が連携し市民運動としての交通安全運動を

組織的・継続的に実施します。 

 運動の実施にあたっては、事前に趣旨、期間、重点項目を広く周知することにより、

市民参加型・市民本位の運動として展開します。交通安全運動は、高齢者の交通事故防

止、飲酒運転の根絶、スピードダウン、シートベルト及びチャイルドシートの全席着用



11 
 

の徹底、自転車の安全利用の推進、居眠り運転防止、デイ・ライトの推進、違法駐車の

排除などに重点を置き、地域の実情に即した効果的な運動を実施します。  

【実施内容】 

・新入学（園）児の交通事故防止運動        ４月 ６日～４月１５日 

・春の全国交通安全運動              ４月 ６日～４月１５日 

・春の行楽期の交通安全運動            ４月２７日～５月 ６日 

・シートベルト・チャイルドシートの着用月間    年間随時 

・自転車利用者ルールの交通安全啓発        ５月 １日～５月３１日 

・夏の交通安全運動                ７月１１日～７月２０日 

・飲酒運転根絶の日                ７月１３日 

・秋の全国交通安全運動              ９月２１日～９月３０日 

・秋の輸送繁忙期の交通安全運動         １０月１１日～１０月２０日 

・冬の交通安全運動               １１月１１日～１１月２０日 

・交通事故死ゼロの日               ４月１０日・９月３０日 

・シートベルト着用率調査             毎月１５日  

 ・市民交通安全の日                毎月 １日・１５日 

・夜光反射材普及運動               年間随時 

・街頭啓発（大型店・病院等）           運動期間中 

 

Ⅴ 効果的な広報の実施と運転者教育の充実 

 交通安全に関する広報については、新聞、インターネットなどの各種媒体を活用して、

交通事故等の実態などを具体的に示し、事故防止につながる実行性のある広報を行うほ

か、家庭、学校、職場、地域と一体となった、日常生活に密着した広範なキャンペーン

を行い、交通安全に対する意識の向上に努めます。 

 また、運転者、企業や事業所に対しても、関係機関や団体と連携して、交通安全に果

たすべき役割と責任を重視した自主的な安全運転管理対策を講ずること、及び冬季にお

ける気象や路面状況に応じた運転能力・資質の向上を目指し、関係機関･団体と連携して

交通環境に対応した運転者教育の充実を図ります。 

【実施内容】 

①運行危機管理セミナーの開催・・・・年１回 

 

重点施策４ 飲酒運転の根絶 

Ⅰ 飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立 

 「北海道飲酒運転の根絶に関する条例」に基づき、飲酒運転の危険性や飲酒運転によ

る交通事故の実態を周知するための交通安全教育や広報啓発などの飲酒運転根絶に関す

る施策を総合的に推進するとともに、関係機関・団体、酒類販売業者、酒類提供飲食店

等と連携してハンドルキーパー運動の普及啓発に努めるなど、飲酒運転根絶の取組を更

に進め、「飲酒運転をしない、させない、許さない」という市民の規範意識の確立を図り

ます。 

【実施内容】 

 ① 飲酒運転根絶見回り街頭啓発・・・・・年６回 
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第４章 計画の推進体制と管理 

 

１ 庁内組織の構築 

 本計画の推進並びに多岐に渡る交通安全施策の継続的な取組み及び情報共有・意見交

換の場として、市民生活部、教育委員会、都市建設部、環境衛生部、健康こども部等の

関係部局にて庁内組織を構築し、一層の連携強化を図ります。 

 

２ 計画の推進体制 

 本計画の推進にあたっては、庁内関係部局との連携を図るとともに、交通安全に関す

る関係団体や地域活動実践団体をもって組織される苫小牧市交通安全推進委員会におい

て、計画に基づく施策や地域活動を総合的に推進します。 

 

３ 計画の進捗管理 

 苫小牧市交通安全推進委員会において、計画に基づく施策の進捗状況を検証評価する

とともに、新たな施策や計画の見直しの必要性についても議論します。 

 


